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問
❶
地
方
創
生
「
元
気
な

三
原
」「
瀬
戸
内
元
気
都
市
」

の
具
体
的
な
取
り
組
み
は
。

❷
本
郷
地
区
産
業
団
地
の
年

度
毎
の
事
業
計
画
は
。

❸
新
斎
場
建
設
の
推
進
状
況

と
国
有
地
保
安
林
解
除
の
見

通
し
に
つ
い
て
。

答
❶
人
口
減
少
な
ど
厳
し

い
状
況
に
お
い
て
も
総
合
戦

略
の
着
実
な
実
行
に
よ
り
本

市
の
地
方
創
生
を
実
現
し
、

「
み
は
ら
元
気
創
造
プ
ラ

ン
」
が
将
来
像
と
し
て
描

く
、「
行
き
た
い
、
住
み
た

い
、
つ
な
が
り
た
い
、
世
界

へ
は
ば
た
く
瀬
戸
内
元
気
都

市
み
は
ら
」
の
実
現
に
向
け

取
り
組
む
。

❷
本
郷
産
業
団
地
は
、
企
業

誘
致
の
新
た
な
受
け
皿
と
な

る
用
地
確
保
を
平
成
27
年
12

月
に
事
業
着
手
し
、
県
と
本

市
の
共
同
事
業
と
し
、
整
備

期
間
は
、
32
年
12
月
ま
で
の

５
年
間
を
計
画
実
施
す
る
。

❸
保
安
林
解
除
申
請
書
は
す

で
に
提
出
し
て
お
り
、
解
除

時
期
に
つ
い
て
は
、
権
限
が

国
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体

的
に
は
未
定
だ
が
、
近
い
う

ち
に
解
除
さ
れ
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
周
辺
地

域
住
民
に
は
、
新
斎
場
建
設

に
つ
い
て
理
解
い
た
だ
け
る

よ
う
引
き
続
き
説
明
会
の
開

催
を
お
願
い
し
て
い
く
。

市
道
本
町
45
号
線
の

道
路
整
備
に
つ
い
て

問
な
ぜ
着
手
で
き
な
い
の

か
。

　
当
面
の
交
通
障
害
の
早
期

対
策
は
で
き
な
い
の
か
。

答
市
道
本
町
45
号
線
は
、

昭
和
48
年
に
都
市
計
画
道
路

本
町
西
線
と
し
て
将
来
的
に

幅
員
16
ｍ
に
拡
幅
を
す
る
よ

う
都
市
計
画
決
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
路
線
は
、
延
長
約

２
９
０
ｍ
で
、
道
路
幅
員
が

平
均
的
に
６
ｍ
程
度
、
両
側

に
電
柱
、
街
灯
な
ど
合
わ
せ

て
37
基
が
設
置
さ
れ
、
通
行

車
両
の
支
障
と
な
っ
て
い
る

と
と
も
に
、
通
学
路
に
指
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
児

童
を
含
め
た
歩
行
者
の
安
全

確
保
を
図
る
必
要
が
あ
り
、

早
期
に
道
路
整
備
が
必
要
で

あ
る
。

　
昨
年
の
12
月
の
議
会
に
続

き
、
再
度
質
問
を
受
け
、
検

討
を
し
て
い
る
。
本
路
線

は
、
近
年
の
三
原
バ
イ
パ
ス

を
は
じ
め
と
し
た
市
街
地
の

幹
線
道
路
網
の
整
備
が
進

み
、
そ
の
役
割
は
変
化
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
整
備
の

方
向
性
は
時
間
を
要
す
る
都

市
計
画
変
更
に
つ
い
て
、
早

急
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
早
い
う
ち
に
関
係
機
関

及
び
地
元
商
店
街
な
ど
と
協

議
す
る
。

平
成
29
年
度
の
施
政
方
針
に
つ
い
て

松ま
つ

浦う
ら 

良よ
し

一か
ず 

議
員

総　　括　　質　　問

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
47
号
「
三
原
市
個
人
情

報
保
護
条
例
等
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
本
市
条
例
に
所
要
の

整
備
を
行
う
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
条
例
改
正
の
趣
旨
は
。

答
こ
れ
ま
で
は
、
い
わ
ゆ

る
番
号
法
に
規
定
さ
れ
た
法

定
事
務
に
限
り
、
認
め
ら
れ

て
い
た
情
報
連
携
が
、
法
律

の
改
正
に
伴
い
、
三
原
市
が

条
例
に
制
定
し
て
い
る
、
独

自
利
用
事
務
の
一
部
に
関
し

て
も
可
能
と
な
る
た
め
、
こ

れ
に
伴
い
必
要
と
な
る
条
例

の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
転
入
さ
れ

た
市
民
が
、
乳
幼
児
等
医
療

費
支
給
、
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
支
給
、
及
び
、
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
を

申
請
す
る
際
に
、
従
前
は
窓

口
で
求
め
ら
れ
て
い
た
、
所

得
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類

等
の
提
出
が
不
要
と
な
る
こ

と
か
ら
、
市
民
の
利
便
性
の

向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

　
な
お
、
今
後
、
こ
の
独
自

利
用
事
務
の
情
報
連
携
に
つ

い
て
は
、
国
が
示
す
対
象
事

務
の
う
ち
、
可
能
な
も
の
に

つ
い
て
検
討
し
、
対
象
事
務

の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
第
50
号
「
三
原
市
新
庁
舎

建
設
工
事
（
建
築
主
体
工

事
）
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
」

【
要
旨
】
新
庁
舎
建
設
工
事

（
建
築
主
体
工
事
）
請
負
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
最
低
価
格
で
入
札
し
た

事
業
者
が
、
２
者
で
あ
っ
た

こ
と
に
伴
う
、
落
札
者
決
定

の
経
緯
は
。

答
入
札
及
び
開
札
の
手
続

き
は
、
広
島
県
の
電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
っ

て
い
る
が
、
そ
の
電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
の
「
電
子
く
じ
」

に
よ
っ
て
落
札
者
を
決
定
し

た
。

議
第
52
号
「
三
原
市
新
庁
舎

建
設
工
事
（
空
調
換
気
設
備

工
事
）
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
」

【
要
旨
】
新
庁
舎
建
設
工
事

（
空
調
換
気
設
備
工
事
）
請

負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
低
入
札
価
格
調
査
委
員

会
に
よ
る
調
査
の
経
緯
は
。

答
開
札
に
お
い
て
、
低
価

格
入
札
と
判
断
し
た
時
点
で

開
札
の
手
続
き
を
途
中
で
止

め
、
委
員
会
が
、
調
査
を
実

施
し
た
。

　
最
低
価
格
で
入
札
し
た
事

業
者
に
対
し
て
、
適
正
な
履

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

市道本町４５号線
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平成29年６月定例会開催予定（平成29年５月１日現在）
月 日 曜 開会予定時刻 会　　　　　議
６ ５ 月

10時〜

本会議　開会
８ 木 本会議　一般質問
９ 金 本会議　一般質問
12 月 常任委員会（総務財務委員会）

月 日 曜 開会予定時刻 会　　　　　議
６ 13 火

10時〜
常任委員会（厚生文教委員会）

14 水 常任委員会（経済建設委員会）
15 木 補正予算特別委員会
19 月 14時〜 本会議　閉会

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
55
号
「
三
原
市
大
和
診
療
所

運
営
基
金
条
例
制
定
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】「
三
原
市
大
和
診
療
所

運
営
基
金
を
設
置
し
、
使
用
す
る

医
療
機
器
等
の
購
入
、
更
新
等
の

財
源
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
大
和

診
療
所
の
健
全
な
運
営
に
資
す
る

た
め
、
条
例
を
制
定
し
た
い
と
す

る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
今
後
の
基
金
の
運
用
に
つ

い
て
は
。

答
今
年
度
は
平
成
27
年
度
決

算
の
剰
余
金
を
積
み
立
て
、
以
降

は
各
年
度
決
算
剰
余
金
の
半
分
を

目
処
と
し
て
積
み
立
て
て
い
く
予

定
で
あ
る
。

問
今
後
の
医
療
機
器
の
更
新

に
つ
い
て
は
。

答
主
な
医
療
機
器
の
耐
用
年

数
は
10
年
程
度
で
あ
り
、
そ
れ
を

踏
ま
え
た
10
年
間
の
更
新
計
画
を

た
て
て
い
る
。
こ
の
更
新
計
画
を

も
っ
て
積
み
立
て
て
い
く
基
金
に

よ
り
、
高
額
な
医
療
機
器
の
購
入

に
備
え
て
い
く
。

【
採
決
】

　
採
決
の
結
果
、
議
第
55
号
に
つ

い
て
、
全
員
一
致
、
提
案
理
由
を

了
と
し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

行
が
可
能
か
ど
う
か
の
聞
き

取
り
を
行
っ
た
ほ
か
、
事
業

者
の
手
持
ち
工
事
の
状
況

や
、
所
有
し
て
い
る
資
機
材

の
状
況
等
を
詳
し
く
調
査

し
、
そ
の
結
果
、
履
行
の
安

全
性
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、

落
札
者
と
し
て
決
定
し
た
も

の
で
あ
る
。

【
採
決
】

　
採
決
の
結
果
、
議
第
47
号

に
つ
い
て
は
、
起
立
採
決
の

結
果
、
賛
成
多
数
を
も
っ

て
、
ま
た
残
余
の
７
件
に
つ

い
て
は
、
全
員
一
致
、
提
案

理
由
を
了
と
し
、
原
案
ど
お

り
可
決
し
た
。

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
56
号
「
三
原
市
道
の
駅

施
設
整
備
基
金
条
例
制
定
に

つ
い
て
」

【【
要
旨
】「
道
の
駅
み
は
ら�

神
明
の
里
」
の
施
設
整
備
を

目
的
と
し
た
、
新
た
な
基
金

を
設
け
る
た
め
、
条
例
を
制

定
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
指
定
管
理
者
の

「
道
の
駅
み
は
ら
」

は
民
間
事
業
者
で
あ

り
、
内
部
留
保
も
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

答
今
回
の
寄
附
行

為
に
つ
い
て
は
、
指

定
管
理
者
が
向
こ
う

３
年
間
の
内
部
留
保

は
で
き
て
い
る
と
い

う
自
主
的
な
判
断
の

も
と
、
そ
れ
を
上
回

る
、
い
わ
ゆ
る
剰
余

金
に
あ
た
る
部
分
か

ら
、
将
来
的
な
設
備

投
資
や
、
修
繕
等
に

充
て
る
財
源
と
し
て

活
用
し
て
も
ら
い
た

い
と
の
意
向
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

問
当
指
定
管
理
者
と
は
昨

年
12
月
に
指
定
管
理
契
約
を

来
年
度
か
ら
３
年
間
継
続
す

る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
の
寄
附
行

為
は
市
民
に
疑
念
を
持
た
れ

る
の
で
は
な
い
か
。

答
あ
く
ま
で
も
指
定
管
理

者
か
ら
の
善
意
に
よ
る
も
の

で
、
こ
れ
ま
で
の
道
の
駅
設

立
の
経
緯
や
経
営
状
況
、
指

定
管
理
者
の
気
持
ち
な
ど
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
受
け

る
こ
と
に
し
た
。
今
回
の
寄

附
行
為
を
契
機
と
し
て
、
疑

念
を
持
た
れ
な
い
た
め
に

も
、
拠
出
根
拠
が
明
確
に
な

る
よ
う
な
ル
ー
ル
作
り
が
必

要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

議
第
57
号
「
三
原
市
営
住
宅

設
置
、
整
備
及
び
管
理
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
久
井
町
及
び
大
和

町
の
特
賃
住
宅
の
入
居
要
件

を
変
更
し
単
身
入
居
を
可
能

と
す
る
た
め
、
及
び
市
営
住

宅
の
管
理
業
務
に
つ
い
て
指

定
管
理
者
の
導
入
を
可
能
と

す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
市
営
住
宅
の
管
理
業
務

に
つ
い
て
指
定
管
理
者
を
導

入
し
た
場
合
、
家
賃
滞
納
へ

の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
変
わ

る
の
か
。

答
指
定
管
理
者
が
行
う
特

定
業
務
と
市
に
残
る
業
務
が

あ
り
、
悪
質
滞
納
者
へ
の
対

応
は
、
市
に
残
る
業
務
と
し

て
従
前
と
変
わ
ら
な
い
対
応

と
な
る
。

【
採
決
】

　
採
決
の
結
果
、
議
第
57
号

ほ
か
９
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

道の駅みはら神明の里

経
済
建
設
委
員
会

厚
生
文
教
委
員
会


